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総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
同
上
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
同
上
）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
同
上
）

第
一
款
・
第
二
款

（
略
）

第
一
款
・
第
二
款

（
同
上
）

第
三
款

（
略
）

第
三
款

（
同
上
）

第
一
目
～
第
八
目

（
略
）

第
一
目
～
第
八
目

（
同
上
）

第
九
目

情
報
流
通
行
政
局
（
第
七
十
六
条
―
第
八
十
九
条
）

第
九
目

情
報
流
通
行
政
局
（
第
七
十
六
条
―
第
九
十
条

）

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局
（
第
九
十
条

―
第
百
九
条
）

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局
（
第
九
十
一
条
―
第
百
九
条
）

第
十
一
目
～
第
十
三
目

（
略
）

第
十
一
目
～
第
十
三
目

（
同
上
）

第
三
節
～
第
五
節

（
略
）

第
三
節
～
第
五
節

（
同
上
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
同
上
）

附
則

附
則

第
九
目

情
報
流
通
行
政
局

第
九
目

情
報
流
通
行
政
局

（
情
報
流
通
行
政
局
に
置
く
課
等
）

（
情
報
流
通
行
政
局
に
置
く
課
等
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
同
上
）

２

郵
政
行
政
部
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

２

郵
政
行
政
部
に
、
次
の
四
課
を
置
く
。

企
画
課

企
画
課

郵
便
課

郵
便
課

貯
金
保
険
課

信
書
便
事
業
課

信
書
便
事
業
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
七
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
十
七
条

（
同
上
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）
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（
削
る
）

四

情
報
通
信
政
策
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
事
務
で
他

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
流
通
行
政
局
の
所
掌
事
務
で
他

の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
通
信
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
情
報
通
信
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
八
条

情
報
通
信
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
十
八
条

（
同
上
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
同
上
）

八

情
報
通
信
政
策
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

九

総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関

八

総
合
通
信
局
及
び
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
七
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
七
条

（
同
上
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
四
条

四

日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
四
条

第
一
項
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六

第
一
項
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六

条
第
一
項
及
び
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十

条
第
一
項
、
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
五

五
条
第
一
項

条
第
一
項
及
び
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
一

の
規
定
に
基
づ
く
検
査

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
六
十

四
条
第
一
項
及
び
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
独
立
行

政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機

に
関
す
る
こ
と
。

構
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

郵
政
事
業
の
う
ち
郵
便
事
業

五

郵
政
事
業
の
う
ち
郵
便
事
業
、
銀
行
代
理
業
、
保
険
募
集
（
保
険
業
法

（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
募

集
を
い
う
。
第
八
十
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
所
属
保
険
会

社
等
（
同
法
第
二
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
所
属
保
険
会
社
等
を
い
う

以
外
の
も
の
に
関
す
る
こ
と

。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
務
の
代
行
以
外
の
も
の
に
関
す
る
こ
と

。

。

六

（
略
）

六

（
同
上
）
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七

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー

（
新
設
）

ク
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

七

（
同
上
）

九

（
略
）

八

（
同
上
）

（
貯
金
保
険
課
の
所
掌
事
務
）

（
削
る
）

第
八
十
九
条

貯
金
保
険
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

郵
政
事
業
の
う
ち
銀
行
代
理
業
並
び
に
保
険
募
集
及
び
所
属
保
険
会
社

等
の
事
務
の
代
行
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
第
八
十
七
条
第
四
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
支
援
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ
と
（
第
八
十
七
条
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
信
書
便
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
信
書
便
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
九
条

（
略
）

第
九
十
条

（
同
上
）

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局

第
十
目

総
合
通
信
基
盤
局

（
総
合
通
信
基
盤
局
に
置
く
課
）

（
総
合
通
信
基
盤
局
に
置
く
課
）

第
九
十
条

（
略
）

第
九
十
一
条

（
同
上
）

２

電
気
通
信
事
業
部
に
、
次
の
七
課
を
置
く
。

２

電
気
通
信
事
業
部
に
、
次
の
六
課
を
置
く
。

事
業
政
策
課

事
業
政
策
課

料
金
サ
ー
ビ
ス
課

料
金
サ
ー
ビ
ス
課

デ
ー
タ
通
信
課

デ
ー
タ
通
信
課

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

安
全
・
信
頼
性
対
策
課

消
費
者
行
政
第
一
課

基
盤
整
備
促
進
課

利
用
環
境
課

消
費
者
行
政
第
二
課

３

（
略
）

３

（
同
上
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）



- 4 -

第
九
十
一
条

（
略
）

第
九
十
二
条

（
同
上
）

（
事
業
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
事
業
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
二
条

事
業
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
三
条

（
同
上
）

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

に
関
す
る
こ
と
（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施

に
関
す
る
こ
と
（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施

設
の
設
置
の
規
律
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
デ
ー
タ
通
信
課
、
電
気
通
信

設
の
設
置
の
規
律
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
デ
ー
タ
通
信
課
及
び
電
気
通

技
術
シ
ス
テ
ム
課
及
び
安
全
・
信
頼
性
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

除
く
。
）
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
同
上
）

（
削
る
）

五

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
網
の
高
度
化
に
関
す
る
こ
と

（
国
際
戦
略
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

（
略
）

六

（
同
上
）

六

（
略
）

七

（
同
上
）

（
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌
事
務
）

（
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
三
条

料
金
サ
ー
ビ
ス
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
四
条

（
同
上
）

一

料
金
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
に
関
す
る
こ
と
（

一

料
金
そ
の
他
の
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
に
関
す
る
こ
と
（

デ
ー
タ
通
信
課
及
び
基
盤
整
備
促
進
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

デ
ー
タ
通
信
課

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

）
。

二

（
略
）

二

（
同
上
）

三

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

（
新
設
）

関
す
る
事
務
の
う
ち
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
関
す
る
こ

と
（
電
気
通
信
役
務
の
利
用
に
よ
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
侵
害
に
関
す

る
対
策
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受

（
新
設
）

理
に
関
す
る
こ
と
。

（
デ
ー
タ
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

（
デ
ー
タ
通
信
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
四
条

デ
ー
タ
通
信
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
五
条

（
同
上
）

一

デ
ー
タ
通
信
に
係
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設

一

デ
ー
タ
通
信
に
係
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
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置
及
び
使
用
の
規
律
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
及
び

置
及
び
使
用
の
規
律
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課

安
全
・
信
頼
性
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
五
条

電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

第
九
十
六
条

（
同
上
）

ど
る
。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施
設
の
設
置
の

（
放
送
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
施
設

の

規
律
に
限
る
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
技
術
的
事
項

規
律
に
限
る

。
）
に
関
す
る
技
術
的
事
項

に
関
す
る
こ
と
（
安
全
・
信
頼
性
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

に
関
す
る
こ
と

。
）
。

。

二

（
略
）

二

（
同
上
）

（
削
る
）

三

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
電
波
部
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
安
全
・
信
頼
性
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
消
費
者
行
政
第
一
課

の
所
掌
事
務
）

第
九
十
六
条

安
全
・
信
頼
性
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

第
九
十
七
条

消
費
者
行
政
第
一
課

は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

。

。

一

情
報
の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律

一

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
（
電
気
通
信
設
備
に
係
る
事
故
に

関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
対
策
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

二

非
常
事
態
に
お
け
る
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
電
波
部
の
所

二

電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

関
す
る
こ
と
（
消
費
者
行
政
第
二
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

。

（
基
盤
整
備
促
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
七
条

基
盤
整
備
促
進
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
新
設
）

一

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
網
の
整
備
及
び
維
持
に
関
す

る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
事
業
法
第
七
条
に
規
定
す
る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
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る
こ
と
（
電
気
通
信
技
術
シ
ス
テ
ム
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

（
利
用
環
境
課

の
所
掌
事
務
）

（
消
費
者
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
八
条

利
用
環
境
課

は
、
電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係

第
九
十
八
条

消
費
者
行
政
第
二
課
は
、
電
気
通
信
事
業
部
の
所
掌
事
務
に
係

る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
（
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
の
所
掌

る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
電
気
通
信
役
務
の
利

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
つ
か

用
に
よ
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
侵
害
に
関
す
る
対
策
に
係
る
も
の
を
つ
か

さ
ど
る
。

さ
ど
る
。

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
）

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
）

第
百
二
十
五
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
特
定
通
信
・
放
送

第
百
二
十
五
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
特
定
通
信
・
放
送

開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
身
体
障
害
者

開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
身
体
障
害
者

の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推

の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
、
情
報
処
理
の
促
進
に

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
四
号
）
、
情
報
処
理
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
、
電
気
通
信
事
業
法
、
郵

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
、
電
気
通
信
事
業
法
、
郵

便
法
、
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

便
法
、
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
二
十
四
号
）
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局

百
二
十
四
号
）
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
一
号
）
及
び
民
間
事

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構
法

及
び
民
間
事

業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号

業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号

）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）

附

則

附

則

（
国
際
戦
略
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
削
る
）

第
十
七
条

第
六
十
七
条
の
参
事
官
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か

れ
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
流
通
行
政
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
参
事
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
七
条

第
七
十
六
条
第
一
項
の
参
事
官
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
十
八
条

（
同
上
）

で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
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（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に

第
十
九
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号

掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移
行
期
間
の
末

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
る
）

一

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

郵
政
民
営
化
法
に
規
定
す
る
事
務
（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯

金
保
険
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
。

２

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
企
画
課
は
、
第
八
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る

（
新
設
）

事
務
及
び
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定

す
る
移
行
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
附
則
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
削
る
）

第
二
十
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各

号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
前
条
第
一
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八

十
七
条
第
三
号
中
「
次
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
三
号
及
び
附

則
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
」
と
す
る
。

一

郵
便
貯
金
管
理
業
務
及
び
簡
易
生
命
保
険
管
理
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

条
約
又
は
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
で
定
め
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
に
関
す
る
国
際
的
取
決
め
を
協
議

し
、
及
び
締
結
す
る
こ
と
。

２

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
は
、
第
八
十
九
条
各
号
及
び

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
郵
政
民
営
化
法
第
八
条
に
規
定
す
る
移

行
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
同
法
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
同
法
第
九
十
四
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条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
同
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
郵
便

保
険
会
社
に
係
る
も
の
（
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

百
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
に
関
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
恩
給
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

第
十
九
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
同
上
）

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一

第
二
十
二
条

情
報
通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会
は
、
第
百
二
十
五
条
第
一

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
整
備
法

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
十

る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
十

四
条
、
整
備
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

四
条
、
整
備
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六
十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六
十
八
条
、
整
備
法
附
則
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

六
十
八
号
）
第
百
五
条
、
整
備
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に

止
前
の
郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
整

関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
整

備
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

備
法
附
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
。

た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）


